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Ｑ１

通所系のサービスについては、原則、延床面積は600㎡以内
に収めていただく必要があります。
なお、複数のサービスを実施する計画の場合、延床面積の取
り扱いが異なる可能性もございますので、別途ご相談くださ
い。

質疑事項：
募集要項 Ｐ２「２（１）貸付予定地（市有地）の概要」
について

当該土地は第一種低層住居専用地域に該当している。
福祉施設を建設する場合は延べ面積を６００㎡以内に収め
ることが必要ではないか。

質　　疑　　回 　答 　書

回答

令和７年度 医療的ケア者等に対応する生活介護事業所整備事業における
事業者募集に係る質疑に対する回答は以下のとおりとなります。

質疑事項

令和8年2月3日


